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Abstract

　In conjunction with the hosting of the Tokyo 2020 Games, Olympic and 
Paralympic education has been promoted and implemented at schools in Tokyo and 
throughout Japan under the leadership of multiple organizations. By examining the 
background for this research and previous studies, the current study has presented 
four issues that need to be addressed in order to provide more substantive Olympic 
and Paralympic education after the Tokyo 2020 Games. In order to resolve these 
issues, this study sought to determine the relationship between the aims and 
objectives of Olympic and Paralympic education and the objectives of education 
stipulated in the Basic Act on Education, which is the backbone of conventional 
schooling in Japan.
　Literature and materials from the IOC, the IPC, the Tokyo Metropolitan Board of 
Education, the Sports Agency, and the Tokyo Organising Committee of the Olympic 
and Paralympic Games were reviewed, and the aims and objectives of Olympic and 
Paralympic education and the objectives of education stipulated in the Basic Act on 
Education were compared. Results indicated that both Olympic and Paralympic 
education and the Basic Act on Education have common elements in terms of 
developing the qualities and abilities of children. An examination of the relationship 
between the two that focused on those elements revealed that Olympic and 
Paralympic education and Japanese school education （the Basic Act on Education） 
are similar but with unique elements. 
　In specific terms, the elements related to children’s qualities and abilities that 
Olympic and Paralympic education seeks to foster are similar to the elements 
specified in all of the provisions on the objectives of education in the Basic Act of 
Education. The elements unique to Olympic and Paralympic education are 
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excellence, courage, determination, confidence, and understanding and interest in 
sport and the Olympics and Paralympics. In contrast, the unique elements of 
Japanese education are the values of respect for labor and for responsibility. 
Moreover, the two educational approaches are compatible, and there were no 
incongruities between the two.
　In summary, this study has logically elucidated the relationship between Olympic 
and Paralympic education and Japanese schooling in terms of aims and objectives, 
which is a topic that has not been clarified in the past.

Key words; Olympic and Paralympic education, Tokyo 2020 Olympic and Paralympic  
 Games, Basic Act on Education

１．研究の背景

第 32 回オリンピック競技大会（2020 ／東京）
及び東京 2020 パラリンピック競技大会（以下、

「東京2020大会」と略す）の開催に伴い、東京都
及び全国各地における学校教育現場には、オリン
ピック・パラリンピック教育（以下、「オリ・パ
ラ教育」と略す）の実施が求められてきた。

東京都では、東京都教育委員会（以下、「都教
委」と略す）が 2016 年より都内全ての公立の幼
稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育
学校、高等学校及び特別支援学校に対して、年間
35 時間程度を目安としたオリ・パラ教育の実施
を推奨し、大会終了後も「引き続き発展させなが
ら、継続できる活動とする」ことを謳った1）注1）。

その他の道府県においては、スポーツ庁の主導
により、オリ・パラ教育地域拠点となる道府県及
び政令市がオリ・パラ教育全国中核拠点（筑波大
学、日本体育大学、早稲田大学）と連携して「オ
リンピック・パラリンピック・ムーブメント全国
展開事業」を実施した 4）。スポーツ庁は、この事
業を全国に波及させ、東京 2020 大会を成功させ
るために、オリ・パラ教育を開催都市だけでなく
全国に展開していく方針を示し、2020 年度には
45地域（１道１府32県11政令市）で展開した5）6）。
そして、「大会…中略…に向けた全国的な機運の醸
成のみならず、それ以降の東京大会の有形・無形

のレガシー創出に向けてきわめて重要な取組」7）

として位置づけた。
一方、東京オリンピック・パラリンピック競技

大会組織委員会（以下、「組織委」と略す）は、「よ
うい、ドン！」プログラムを実施し、オリ・パラ
教育に取り組む公立・ 私立・ 国立学校等を東京
2020 オリンピック・パラリンピック教育実施校

（愛称：「ようい、ドン！スクール」）に認証した8）。
その数は2021年７月１日時点で19,002校に及び9）、
組織委は大会やその先に向けた次代を担う人材育
成を目指した10）。

スポーツ庁は上述した組織・団体等がオリ・パ
ラ教育についての共通認識をもつために、関係者
がノウハウを出し合い、統一方針等を決定するた
めの全国コンソーシアムを結成し、スポーツ庁オ
リンピック・パラリンピック教育全国中核拠点会
議において議論し、情報共有を図った注2）。

以上のように、オリ・パラ教育は、複数の組織
の主導により、大会以降への継続やレガシー創出
を視野に入れた長期的な展望を描きながら推進・
展開が図られてきた。

東京 2020 大会は閉幕したが、オリンピック及
びパラリンピックムーブメントは元より競技大会
の開催の有無を問わず展開・継続されていくもの
である。そこには、人としての生き方や社会及び
世界の在り方等を問う理念があり、スポーツを通
じた人間形成に重きが置かれている。オリ・パラ
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教育もその理念に基づき、ムーブメントの重要な
一つの取り組みとして世界中で推進・展開されて
いる。これは日本においても例外ではないはずで
ある。そのため、オリ・パラ教育が東京 2020 大
会以降にも継続・継承されることにより、より一
層その本来的な役割が果たされると言えよう。

日本の学校教育現場において、今後もオリ・パ
ラ教育がその名目や枠組みで展開されていくのか
については疑問が残る。しかし、前述したように、
オリ・パラ教育は東京 2020 大会の先を見据えて
推進・展開が図られてきた。学習指導要領にもオ
リンピック・パラリンピックに関する内容が示さ
れている。そのため、今後も少なくとも数年間は、
学校教育現場においてオリンピック・ パラリン
ピックが取り上げられるであろう。2030 年の冬
季オリンピック・パラリンピック競技大会の開催
都市に札幌市が立候補しているため、オリ・パラ
教育が再び大々的に展開される可能性もあろう。

他方で、東京2020大会の閉幕後には、オリ・パ
ラ教育を主導した組織が縮小、解体され、数年間
に渡って充てられていた予算も削減されることが
予想されてきた。実際、組織委の「東京 2020 教
育プログラム」に関するホームページは既に閉鎖
されている（2021年12月９日）。つまり、大会後
のオリ・パラ教育の継続的な実施は、学校教育現
場に委ねられようとしている。従って、真にオリ・
パラ教育を実践し続けていこうとするならば、こ
の段階において次代の学校や教師に資するような
知見や情報を整理しておく必要があると考えられ
る。これまでの取り組みを一過性のものとせず、
批判的な見解注3）も含めて検証や評価が重ねられ、
東京 2020 大会を契機としたオリ・パラ教育がよ
り良い形で継続・継承されていく必要があろう。

２．�問題の所在とそこから導かれるオリ・パ
ラ教育の課題

日本各地でオリ・パラ教育の推進・展開が図ら
れた一方で、繁多な勤務環境や過密な教育課程で

実施することによる教員の負担増 13）14）など、学
校教育現場に関連した様々な問題が指摘されてき
た。本項では、それらの諸問題を整理し、東京
2020 大会以降にもより実質的なオリ・パラ教育
を実現するために対峙する必要があると考えられ
る課題を提示する。

2.1　�学校教育現場におけるオリ・パラ教育の目
的・目標や内容への認識、理解

オリ・パラ教育の導入段階より、教師がオリ・
パラ教育に取り組むにあたって障害となっている
こととして、教える側の理解や熱意の温度差など
が明らかにされた15）。

また、東京都の教育研究員（注１参照）による
研究報告においても、オリ・パラ教育推進校注 4）

が「保健体育や地理の学習をそのままオリ・パラ
教育とするなど、オリンピック・パラリンピック
教育が目指すものを正しく理解できていない」状
況が報告された17）。

さらに、「現状では（保健）体育科の中でオリ・
パラ教育を推進するという方針は、学習指導要領
によって示されてはいるものの、 現場の教員に
とって具体的内容が見えにくい。故に各教員が新
たに教材研究をする必要性が生まれている」とい
う指摘もなされた18）。

こうした報告が存在する以上、学校教育現場で
はオリ・パラ教育が目指す事柄が十分に理解され
ないまま、今日に至るまで進行してきたと言わざ
るをえない。従って、今後、より実質的なオリ・
パラ教育が展開されていくためには、その目的・
目標や内容に対する学校教育現場のより深い認
識、理解が求められる。

2.2　�オリ・パラ教育と学校教育における目的・
目標の関係の明確化

前述の東京都教育研究員は、その後１年を経て、
「多くの学校でオリンピック・パラリンピック教
育が本格的に開始された一方、これまでの教育活
動とオリンピック・パラリンピックとの関連付け
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について、試行錯誤を重ねている状況が伺える」
と報告した19）。オリ・パラ教育と学校教育との関
係は、これまでどのように示されてきたのであろ
うか。

学校教育現場や教育関係者に向けたオリ・パラ
教育に関する文献・資料には、学校教育との関係
性に着目した記述が多数散見された注 5）。それら
の記述からは、以下に列挙するように組織委、行
政機関、研究者、教育関係者が両者の類似性や整
合性を学校教育現場の人々に伝えようとする姿勢
が確認できた。

組織委の小林企画財務局企画課長（当時）は、
オリ・パラ教育が「既存の教育内容を根本的に変
えるような大掛かりなものではなく、普段の取組
に、オリンピック・パラリンピックの価値のエッ
センスを一つ二つ付加しアレンジいただくような
感覚で、この素晴らしい素材を利用してほしい」20）

と述べている。
都教委は、『「東京都オリンピック・ パラリン

ピック教育」実施方針』において、オリンピズム
が「教育基本法の『教育の目標』 や学習指導要 
領の理念にも相通ずるものである」 と述べてい 
る 21）注6）。また、福岡県教育庁指導主事（2017年
当時）の物部は、「難しく考えずに、学校教育目
標を達成するために、従前ある学校教育活動にオ
リンピック・パラリンピックをどう活用していく
かという立場で進めてほしい」、また「各教科等
の目標やねらいと関連させたオリパラ教育の効果
的な実践事例を提示していく必要がある」23） と
述べている。

研究者らは、オリ・パラ教育に関連する事柄が
日常的な教育課題や学習指導要領の理念などと通
じるものであると言及している24）25）。

オリ・パラ教育推進校において実践を進めた小
室は、「授業を組み立てる作業を全教員で行う中
で、オリンピックの精神や価値、歴史、遺産を扱
うことが、他の教科や領域で学ぶ内容となんら相
違のないものであることに教員自らが納得しはじ
めることになった」26）と述べている。

こうした記述は、 学校教育現場の関係者がオ
リ・パラ教育と学校教育との親和性に気づくこと
に繋がるかもしれない。しかしながら、それらは
いずれもオリ・パラ教育と学校教育との関係につ
いて論理的に説明されたものではなかった。従っ
て、その関係の明確化は、問題の所在に述べた学
校教育現場におけるオリ・パラ教育の目的・目標
や内容への認識、理解を深めるために必要不可欠
であると考えられる。

2.3　�オリ・パラ教育の教育課程への位置づけの
検討

当初 2020 年に開催が予定されていた東京 2020
大会を１年前に控えた 2019 年前後には学校教育
現場に関連した問題点が指摘されるようになっ
た。例えば、オリ・パラ教育を主導している組織
の関係者らが登壇した日本オリンピック・アカデ
ミーのセッションでは、オリ・パラ教育が学校教
育における教育目標や学習指導要領の「どの部分
とつながっているのか」を示していく必要性が指
摘された27）。

他の研究報告では、教師がオリ・パラ教育で児
童・生徒に何を伝えることができ、児童・生徒が
何を身につけ、できるようになるのかを自覚する
ことの重要性28）や、オリンピック・パラリンピッ
クをいかに日々の教育活動の中に関連付け、学び
を深められるか 29）等、オリ・パラ教育の必要性
や教育的価値を見出し、提示していくことが課題
として挙げられた。さらに、大会前に積極的に行
われている様々な教育プログラムや財政支援が大
会後に継続される見通しが極めて低いことを踏ま
え、「レガシーとして根付くためには、財政的な
支援がなくとも行える仕組み作りと、学校教育に
おいては教育課程の中に位置づけることが必然と
考えられる」というスポーツ庁オリンピック・パ
ラリンピック・ムーブメント全国展開事業関係者
らの報告がみられた30）。

なお、パラリンピック教育に限定した研究にお
いても、段階的・継続的・系統的に行うためには、
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教育課程・教職課程での明確な位置づけなどが求
められること31）、また、パラリンピアンの講演会
や体験会の単発的な開催に留まらず、 パラリン
ピックの４つの価値（5.2 において詳述）を意識
した実践的なプログラムづくりなどが課題として
挙げられている32）。

以上の指摘や、ここまでに取り上げた学校教育
現場における課題に鑑みれば、実践研究及び報告
の継続的な蓄積・共有のみならず、オリ・パラ教
育の在り方を学校教育現場との関わりの中で問う
必要がある。そして、オリ・パラ教育と学校教育
との関係や教育課程への位置づけが検討されてい
かなくてはならない。そうした研究成果に基づく
学校教育現場との対話により、オリ・パラ教育へ
の理解が深まり、より実質的なオリ・パラ教育が
展開されていくことが期待できる。

３．オリ・パラ教育と学校教育との関係に着
目した先行研究の検討

オリ・パラ教育全体に関する研究動向を俯瞰し
た報告には、次のものがある（2021 年 12 月９日
時点）。

まず、友添らは、東京2020大会に向けたオリ・
パラ教育の活発化に伴い、実践報告が行われるよ
うになってきたと述べた33）。そして岡田はさらに
踏み込んで、実践を行なった教員によるオリ・パ
ラ教育の効果や課題に関する報告が散見されるも
のの、実証的な研究としては、スポーツ庁が推進
するオリンピック・パラリンピック・ムーブメン
ト全国展開事業を対象としたごく少数のものに留
まっていると指摘した34）。パラリンピック教育に
限定した場合においても、日本の先行研究を概観
した岡田らは、実践報告が中心であることを指摘
している35）。

その他には、オリ・パラ教育を学校教育に根づ
かせるための方法論的研究として、次のような指
摘が存在する。既存の取り組み（教科や総合的な
学習の時間等）との関連づけや、教員がオリ・パ

ラ教育を積極的に試みることにつながる研修のあ
り方を検討する必要性36）、行政等からの支援がな
くとも自立的に様々な教育活動と関連づけた教育
を実践している学校を対象にした調査の必要性37）

である。
これらの研究は、オリ・パラ教育を学校教育現

場でより効果的に実践していく上で有意義である
と考えられるが、いずれもオリ・パラ教育と学校
教育との理論的な関係を明らかにするものではな
い。

一方、諸外国においては、東京 2020 大会の招
致成功以前より、オリンピック教育を教育制度や
教育課程と接続して実施している事例が報告され
ている。例えば、教師向けのオリンピック教育用
ガイドブック『Be a Champion in Life!!』は、オ
リンピズムの普及という立場ではなく教育現場で
活用する立場で作成され、オリンピックは教育の
有効な素材になると考えられた38）。また、ニュー
ジーランドではオリンピック教育が初等・中等教
育の保健体育科目で国のカリキュラムに密接に関
連する形で展開されている。 そこでは、 オリン
ピックについての知識を教えるのではなく、保健
体育・スポーツを通じて体得することができる諸
価値と行動指針としてのオリンピズムを児童・生
徒に伝え、日常生活に浸透させることが目指され
ている 39）。海外の資料からは、「オリンピズムが
人類が共通に学ぶに値する内容であるとの認識や
学校教育活性化という観点からオリンピック教育
を学校内に位置付けようとする共通認識」が、国
際オリンピック・ アカデミー（IOA）、 ドイツ、
Siedentop（アメリカ）にみられたことが明らかに
された40）。その他にも、ユースオリンピックの開
催を契機に教育省（政府）の理解などを得て教育
活動の支持を取り付けたシンガポールの事例や、
台湾の大学における教養教育としてのオリンピッ
ク教育の事例などがある41）。

こうした諸外国の事例に見られるように、今日
の日本においてもオリ・パラ教育が学校教育との
関係から検討され、学校教育現場に対して論理的
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な説明を可能にする研究が遂行される必要があろ
う。また、諸外国の事例を踏襲するだけでなく、
そこでの経験や課題を日本の実情に即して活用し
ていくことも重要であると考えられる。例えば中
国のハイ・レン（中国体育科学研究所オリンピッ
ク研究センター所長（当時））は、「各国の伝統文
化とオリンピズムをバランスよく組み合わせたそ
の国独自のモデルを求めなくてはならない」42）

と述べ、オリンピック教育を自国で展開する際の
調和した在り方に言及した。日本でオリ・パラ教
育と学校教育との関係を検討する際には、日本の
教育方針や制度との関わりから検討される必要性
があろう。

他方で、既存の学校教育にとってオリ・パラ教
育の独自性が示されることなく、あくまで既存の
教育の範疇の中で終始するのであれば注7）、オリ・
パラ教育を新たに実施する意義は十分に見出せな
いかもしれない。 例えば、 丸山は、 ドイツの
NRW州におけるスポーツ（体育科−筆者）指導
要領の中でのオリンピック教育の位置づけを検討
し、 オリンピック教育に固有の目標や内容がス
ポーツ指導要領に明確に位置付けられていない点
がオリンピック教育運動の弱点になっていると指
摘した。そして、オリンピック教育の成否を握る
重要課題として、オリンピック教育とスポーツ教
育との違いや、オリンピック教育固有の目標や内
容、方法を明確にし、具体化する必要性を指摘し
た45）。

以上のように、オリンピック教育と学校教育と
の関係については、諸外国を事例に様々な報告や
指摘がなされてきた。今後、日本においてもより
実質的なオリ・パラ教育を実現しようとする場合
には、丸山が「固有性」と述べたような、オリ・
パラ教育の独自性の検討を視野に入れながら、学
校教育との関係を明確化する必要があると考えら
れる。

以上の研究の背景及び先行研究の検討から、今
後、東京 2020 大会以降にも全国各地においてよ
り実質的なオリ・パラ教育を実現するためには、

以下の４課題に対峙し、解決を試みることが必要
であると考えられる。すなわち、１） オリ・パラ
教育と学校教育における目的・目標の関係の明確
化　２） オリ・パラ教育の独自性の検討　３） 学
校教育現場におけるオリ・パラ教育の目的・目標
や内容への認識、理解　４） オリ・パラ教育の教
育課程への位置づけの検討　である。

４．研究の目的及び方法

全国各地の学校教育現場が参考にできる知見を
得るためには、開催都市である東京都のみならず、
全国的に推進・展開されたオリ・パラ教育を俯瞰
して検討する必要がある。 そのことは、 東京
2020 大会以降のオリ・パラ教育の在り方や継承
について検討する上でも有意義であると考えられ
る。

そこで本研究では、前述の４課題の解決に資す
るために、東京 2020 大会に関わってオリ・パラ
教育を主導した国内の主要組織及びその情報源と
なっていた国際組織におけるオリ・パラ教育の目
的・目標と、日本の学校教育の根幹・指針である
教育基本法における「教育の目標」とを比較、検
討し、その関係を明らかにすることを目的とした。
これにより、上述の課題１）及び２）の達成に資
すると共に、課題３）に寄与することができる。
また、課題４）についても、本研究は、当該研究
の対象とする「教育の目標」などに基づく学校教
育法及び学習指導要領、学校教育課程と、オリ・
パラ教育との関係や位置づけを検討する上での基
盤となり得るものである。

本研究は、次の手順で遂行された。
（1） オリ・パラ教育の目的・目標及び教育基本法

における「教育の目標」について解説・詳述
している文献・資料をもとに、目的・目標を
抽出、整理した。

抽出対象としたオリ・パラ教育の目的・目標は、
１）国際オリンピック委員会（IOC）及び国際パ
ラリンピック委員会（IPC）が主導するオリ・パ
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ラ教育（以下、「国際オリ・ パラ教育」 と略す）
及び　２）東京 2020 大会を契機とした、都教委
及びスポーツ庁、組織委が主導したオリ・パラ教
育（以下、「東京 2020 オリ・パラ教育」と略す）
が掲げ、重視した事柄とした。

文献・資料は次のものを用いた。
　1）国際オリ・パラ教育については、IOCとIPC

公認のオリンピック及びパラリンピック教育の
実践的指導書に相当する『オリンピック価値教
育の基礎』46）と、『I’m POSSIBLE［教師用ハン
ドブック］第５版』47）を使用した注8）。
なお、これら日本語版の文献・資料に記されて

いるオリンピック及びパラリンピック教育の目
的・目標は、国際版と相違がないことを確認した。
　2）東京2020オリ・パラ教育については、『「東京

都オリンピック・パラリンピック教育」実施方
針』51）、『「東京のオリンピック・パラリンピック
教育を考える有識者会議」最終提言の概要』52）、

『オリンピック・パラリンピック教育の推進に
向けて　最終報告』53）、『令和元年度スポーツ
庁委託事業 オリンピック・パラリンピック・
ムーブメント全国展開事業 実践事例集』54）、

『東京 2020 参画プログラム ガイドライン−東
京2020教育プログラム 学校編− （2020年７月
版）』55）を用いた。

　3）教育基本法における「教育の目標」について
は、『逐条解説 改正教育基本法』56）注9）を用い
た。

（2） （1）で抽出された目的・目標の中から子ども
の資質・能力に係る要素に着目し、教育基本
法の「教育の目標」に対して、オリ・パラ教
育の目的・目標がどのような関係にあるのか
を比較、検討し、それらを次の３点で分類し
た。 １）オリ・パラ教育の目的・目標と「教
育の目標」との近似要素　２）オリ・パラ教
育独自の要素   ３）日本の教育独自の要素。

なお、比較、検討する際には、各要素の構成、
規定背景を併せて参照した。また、「資質・能力」
については、国立教育政策研究所による『資質・

能力を育成する教育課程の在り方に関する研究報
告書１』を参考にした。同報告書によれば、「資
質・能力の定義は、それをどう見るかと関係して
複雑なものにならざるをえません」とした上で、
資質・能力は「『資質』を中心に人格（価値・態度
等）に関わるもの」であると説明されている58）。

そこで、本研究では、オリ・パラ教育及び日本
の教育が目的・目標に掲げている「価値」や「態
度」などの人格に関わる要素を比較、検討の対象
とした。そして、①国際オリ・パラ教育　②東京
2020オリ・パラ教育　③日本の教育　がそれぞれ
の教育において目指す人間像及び資質・能力を「子
どもの資質・能力に係る要素」と称して扱った。

（3） （2）の結果を総合して検討し、オリ・パラ教
育における目的・目標と「教育の目標」の関
係を明らかにした。

なお、ここまでに述べた研究方法を図１に示し
たので併せて参照されたい。

５．国際オリ・パラ教育における目的・目標

5.1　国際オリンピック教育とその目的・目標
IOC は、2005 年よりオリンピックの価値を普

及・ 推進するための教育プログラム、Olympic 
Values Education Program（以下、「OVEP」と
略す）を展開し59）、教育者やコーチ、青少年リー
ダーをサポートするツールキットの開発などをし
た 60）。 そして、 現在（2021 年 12 月）IOC は、
OVEPが青少年の人格形成に資する価値に基づい
たカリキュラムの普及を目指し、 若者にオリン
ピックの中心的価値（卓越、敬意／尊重、友情）
などの人生の価値を体験させる学習リソースであ
ると記している61）。

IOC会長トーマス・バッハは、OVEPが、若者
がオリンピックの中心的価値（表１）を含む活動
に共通の基盤を見出す助けとなることや、今日で
は110 ヶ国以上がOVEPを取り入れ、多くの若者
が活動を通してオリンピックの価値を経験したと
述べている62）。
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図１　本研究方法の概要

表１　オリンピックの中心的価値

研究背景及び先行研究の検討を通して、
より実質的なオリ・パラ教育を実現するために対峙する必憂があると考えられる課題を提示

1)オリ・パラ轍冑と学校轍青における目的・目欄の●傷の胴確化
2)オリ・パラ轍冑の麹自性の檎＂
3)学被艤青躙湯におけるオリ・パラ●青の目的・目●や内響への饂識、曝解
4)オリ・パラ轍冑の轍青鱒糧への位●づけの檎討

本覇究の目的：
..(/)鱒決に賣するために、オリ・パラ轍青における目的・目●と『●冑の目欄』との●傷を胴らかにする

日本の学校敏青

徽青基本法：算二彙 r轍青の目欄」
・『遷彙解翫改正轍冑基本法』

目欄と構慮賽事の紬出【衰5】

¥ 

オリンピック・パラリンピック敏育
園朧オリ・バラ轍青

(IOC) 
・『オリンピック価饉蠍青の基議』 (IOC公璽日本塁雇）

（11'1:) 
•『 I'm POSSIBLE [徽鰤用ハンドブック］算5版』 (IPC公霞日本版）

東京2020オリ・パラ轍冑
(tt—冑●●＊）

•『 num'オリンビック ・ パラリンピック轍膏」実篇方針』
•『 m(f)オリンビック・パラリンピック轍膏を壽える宥識看傘纏』最績盪●の概璽』

（スポーツ，，＞
・『オリンビック・パラリンピック徽膏の揖道に白けて 最纏縄告』
・『令和元畢度スポーツ1f饗肝事婁オリンビック・バラリンピック・ムーブメント全編塵開事婁

実賎事例集』

く人．．．．．＊）
・『東京2020．■ブログラムガイドライン東京202"負冑ブログラム学校•-（202()Jt!7月版）』

↓ 
各主体の目的・目欄の撞出・聾珊【裏4】

｀ 
『轍冑の目●Jとオリ・パラ轍冑における r子どもの賣賣・籠力」に傷る憂秦の鎗出 【襄6]

↓ 
「教育の目標Jを基準にしたオリ・パラ教育における要素の分類 【表7-1】 【表7-2】 【表7-3】

1)オリ・パラ教育の目的・目標と「教育の目標」との近似要素 2)オリ・パラ教育独自の要素 3)日本の教育独自の要素

↓ 
Iオリ・パラ教育における目的・目標と「教育の目標」との関係の明確化 1
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OVEPの最新版（2017年）は４つのリソース注10）

で構成され、その一つに『オリンピック価値教育
の基礎』が位置づけられている。同書には、価値
に基づく指導と学習の機会を推進するための情
報・資料が含まれており、事実に基づく固定的な
学習ではなく、オリンピズムの教育テーマをどの
ように教え、学ぶかが重視されている64）。

なお、オリンピズムの教育テーマとは、若者が
オリンピズムの原則を理解し、実践に役立てるた
めに、IOC がオリンピズムの根本原則とオリン
ピックの中心的価値に基づいて定めた次の５つを
指す。①スポーツと身体活動を通して努力から得
られる喜びを経験する　②フェアプレー学習　③
自他共に尊重する　④卓越性を目指してベストを
尽くす　⑤肉体、意志、精神の調和のとれたバラ
ンスの良い生活を送る65）。なお、各テーマの説明
は【表２】に示した。

5.2　国際パラリンピック教育とその目的・目標
パラリンピック・ムーブメントの究極の目標は、

「パラスポーツを通じて障がい者にとってインク

ルーシブな社会を創出する」ことである 66）注11）。
IPCの開発を担うアギトス財団は、パラリンピッ
クの価値（表３）とパラリンピック・ムーブメン
トの理念を世界中の若者に発信することを目的と
する教育プログラム、『I’m POSSIBLE』を展開
している 68）。そこでは、子どもたちにパラリン
ピックやパラスポーツを題材に、共生社会への気
づきをもたらすことを目指した教材が作成されて
いる。

日本では、国際版『I’m POSSIBLE』の内容を
もとに、教育現場での活用のしやすさを考慮して
日本財団パラリンピックサポートセンターと日本
パラリンピック委員会がベネッセこども基金と共
に日本版教材を開発した。この教材には、３つの
テーマ（１：パラリンピックの価値　２：パラリ
ンピックスポーツ　 ３： 東京 2020 スペシャル）
があり、パラリンピックを題材に共生社会を考え
る学びにつなげるための次の３つのステップで構
成されている 69）。①パラリンピックの基礎知識・
魅力を学ぶ　②パラリンピックの価値を学ぶ　③
パラリンピックを題材に共生社会を考える。

表２　『オリンピック価値教育の基礎』において示されたオリンピズムの教育テーマ
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この教材は、全国の小学校、中学校、高等学校、
特別支援学校などに無償配布されている70）。「I’m 
POSSIBLE」には、不可能（Impossible）だと思え
たことも、考え方を変えたり、少し工夫したりす
ればできるようになるというパラリンピックの選
手たちが体現するメッセージが込められている71）。

６．�東京2020大会を契機とした日本におけ
るオリ・パラ教育とその目的・目標

日本では、研究の背景で述べた全国コンソーシ
アムに所属する都教委、スポーツ庁、組織委が、
独自にオリ・パラ教育の目的・目標を掲げて（2021
年７月４日時点）オリ・パラ教育を主導した。全
国の学校では、これらの組織が展開、報告したオ
リ・パラ教育の取り組みや資料を活用することが
できた。以下に各組織のオリ・パラ教育の概要を
まとめた。

6.1　東京都教育委員会
都教委は、オリンピック・パラリンピックの価

値・精神及び東京2020大会ビジョン等を踏まえ、
オリ・パラ教育を通じて次のような人間を育成す
ることをオリ・パラ教育の目標とした。①自己を
肯定し、自らの目標を持って、自らのベストを目
指す意欲と態度を備えた人間　②スポーツに親し

み、知・徳・体の調和のとれた人間　③日本人と
しての自覚と誇りを持ち、自ら学び行動できる国
際感覚を備えた人間　④多様性を尊重し、共生社
会の実現や国際社会の平和と発展に貢献できる人
間。また、都教委は4つのテーマと4つのアクショ
ンを組み合わせた「4×4の取組」注12）を行なった。
さらに、重点的に育成すべき 5 つの資質として、
①ボランティアマインド、 ②障害者理解、 ③ス
ポーツ志向、④日本人としての自覚と誇り、⑤豊
かな国際感覚をあげた注13）74）。

6.2　スポーツ庁
スポーツ庁は、オリンピズムやオリンピック・

ムーブメントの目的、パラリンピックの理念、そ
してオリンピック及びパラリンピックの価値を踏
まえ、オリンピック・パラリンピックを題材にし
て、以下の３点を推進することをオリ・パラ教育
の目的とした。①スポーツの意義や価値等に対す
る国民の理解・関心の向上　②障害者を含めた多
くの国民の、幼少期から高齢期までの生涯を通じ
たスポーツへの主体的な参画（「する」、「見る」、

「支える」、「調べる」、「創る」）の定着・拡大　③
児童生徒をはじめとした若者に対する、これから
の社会に求められる資質・能力等の育成。

さらにスポーツ庁は、オリ・パラ教育が、ス
ポーツの価値注14）や効果の再認識を通じて自己や

表３　パラリンピックの価値



オリンピック・パラリンピック教育の目的・目標と教育基本法における「教育の目標」の関係 11

社会の在り方を向上させ、国際的な視野を持って
世界の平和に向けて活躍できる人材を育成し、日
本において求められる社会の将来像注15）を実現し
ようとするものであると記した。また、オリ・パ
ラ教育を通じて、初等中等教育の段階からスポー
ツの価値やその高潔性を守ることの意味、そして
それらを保持していくための不断の努力の大切さ
を学ばせることを重視した77）。そして、学校教育
現場では、「スポーツ庁オリンピック・パラリン
ピック教育全国中核拠点会議」において議論され、
決定された以下の５テーマに沿った授業、競技体
験などが展開された。

①スポーツ及びオリンピック、パラリンピック
の意義や歴史に関する学び　②マナーとおもてな

しの心を備えたボランティアの育成　③スポーツ
を通したインクルーシブな社会（共生社会）の構
築　④日本の伝統、郷土の文化や世界の文化の理
解、多様性を尊重する態度の育成　⑤スポーツに
対する興味・関心の向上、スポーツを楽しむ心の
育成。

なお、2017 年度より各地域拠点で行われた実
践事例が掲載された事例集においても、この５つ
のテーマごとに報告が蓄積されている78）79）。

6.3　大会組織委員会
組織委は、東京 2020 大会の大会ビジョン（全

員が自己ベスト、多様性と調和、未来への継承）
に基づき、オリンピック及びパラリンピックの価

表４　東京2020大会を契機とした日本におけるオリ・パラ教育の目的・目標及び重点事項等

，1.；ンご／ク，パラしンピ ¥,70／雨佗

のようし）真月の戸式を吋揉｝＇しい

等を楚まえ、次I（主寺的に育成すべさ5つの資質〉

東
戸 I:オ』9，パラ教町）己椋〉

后＼ ｝ ＝左占定ン、』らの叶樗を持って しらのベストを戸記す窯欲と翌度を呵えた八塩

＼
／
 “

 

己'ヽ’り育教ラ
9‘ 、9リ

A~ 
,‘
 

ソ

庁

デランテ 99アマインド、 閾害ど塩徊

巨木人としてのし寮と含り、 ユかな国患齋囃

ヅI, 
f
.
9
 “ゾ

r
ノ凡

9964午の東示

／な改品各も

こ参匡できる人吋を音アでしく



青柳・田原12

値、スポーツの価値（チャレンジすることや努力
を学ぶ態度、ルールの尊重、フェアプレーの精神）
を学ぶ機会を提供し、日本の子供たちに以下の３
つのレガシーを残していくことをオリ・パラ教育
の目的とした80）。

①失敗を恐れず自ら行動を起こす人材、将来に
向かって自信と勇気を兼ね備えた人材を育ててい
く　②障がいの有無、人種、言語等、様々な違い
があることを理解しつつ、共につながり、助け合
い、支え合って生きていく力を身につける（多様
性の理解）　③東京2020大会を契機に、国際社会
や地域社会の活動に関心を持って、主体的、積極
的に社会に参画できる人材を育てていく。

７．教育基本法における「教育の目標」

教育基本法は、「教育の目的及び理念並びに教
育の実施に関する基本を定めるとともに、国及び
地方公共団体の責務を明らかにするもの」81） で
あり、「我が国の教育の根本的な理念や原則を定
めるもので、すべての教育関係法令の根本法とも
いうべき法律」82）である。文部科学省は、「教育
の目的として『人格の完成』、『国家・社会の形成
者として心身ともに健康な国民の育成』を規定」

し、「この教育の目的を実現するために今日重要
と考えられる事柄を『教育の目標』として規定」
している83）注16）。

日本における幼稚園、小学校、中学校、義務教
育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、
大学及び高等専門学校は、教育基本法第六条に規
定されている通り、「教育の目標」が達成される
よう、「教育を受ける者の心身の発達に応じて、
体系的な教育が組織的に行われなければならな
い」84）とされている。

以上のことから、教育基本法第二条「教育の目
標」には、日本の教育の目的である人格の完成を
達成・実現するために今日重要と考えられる態度
や精神などが規定されている（表５）。 そして、
それらは小学校や中学校などの各学校階梯を含む
日本における全ての教育活動において「教育の目
的」と同様に根本的な位置づけにあり、教育の指
針・根幹となっている。

８．�教育基本法における「教育の目標」とオ
リ・パラ教育における目的・目標の関係

　 5.と6.の結果をまとめると、国際オリ・パラ教

表５　教育基本法　第二条「教育の目標」
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育及び東京2020オリ・パラ教育に関わる各組織は、
オリンピック及びパラリンピックの精神や価値に
基づき、各組織独自の表現でオリ・パラ教育の目
的・目標を掲げていたことが明らかになった。

また、オリ・パラ教育の目的・目標と「教育の
目標」には、それぞれの教育が目指す子どもの資
質・能力に係る要素が包含されていた（表６）。

そこで本項では、それらの資質・能力に係る要
素に着目し、教育基本法の「教育の目標」に対し
て、国際オリ・パラ教育及び東京 2020 オリ・パ
ラ教育の目的・目標がどのような関係にあるのか
を比較、検討した。検討の結果を【表７―１】か
ら【表７―３】に示したので併せて参照されたい。

8.1　両者に近似する要素
（1）「教育の目標」第一号関連

第一号には、日本の教育が目指すべき基本的な
事柄が知・徳・体を中心として規定されている。
具体的には、「知」に相当するものとして「幅広
い知識と教養」、「真理を求める態度」が規定され
ている。「徳」に相当するものとして、「豊かな情
操」と「道徳心」が規定され、「体」に相当するも
のとして「健やかな身体」が規定されている85）。

オリ・パラ教育においてこれらに該当する要素
は、国際オリ・パラ教育における「肉体と意志と
精神の調和のとれたバランスの良い生活を送る」
態度 86）である。そこでは、表現の仕方こそ異な
るが、身体、精神などのどこか一部分のみを発達
させたり、育成するのではなく、総体として調和
のとれた人間の成長が目指されているからであ
る。

また、東京 2020 オリ・パラ教育における「ス
ポーツ（への） 親しみ（と） 知・ 徳・ 体の調 
和」87）、心身の健全な発達を含む「スポーツ志向

（心身の健全な発達を含む）」88） が、同様に第一
号に該当している。オリンピック憲章注17）におい
ても、オリンピック・ムーブメントの根本思想で
あるオリンピズムは、「肉体と意志と精神のすべ
ての資質を高め、バランスよく結合させる生き方

の哲学」90）であることが示されている。したがっ
て、日本における教育とオリンピック教育は、両
者が目指すべき基本的な事柄が近似していると言
える。

同じく第一号には、美しいものや優れたものに
接して感動する、情感豊かな心を指す「豊かな情
操」が規定されている91）。

これについては、オリ・パラ教育の目的・目標
には該当する要素が見当たらなかったものの、国
際オリ・パラ教育における「インスピレーション」
の内容を検討した結果、両者が対応していること
が明らかになった。「インスピレーション」 は、
ロールモデルとしてのパラアスリートの能力が最
大限に発揮され、見る者を力づけ、人の心を揺さ
ぶり駆り立てるという価値である92）93）。そのため、
子どもたちがそのインスピレーションを体現して
いるアスリートの努力や活躍等に触れることで、

「豊かな情操」を養うことができると考えられる。
（2）「教育の目標」第二号関連

第二号には、知識基盤社会といわれる 21 世紀
において、情報通信技術の進展等による教育環境
の大きな変化を十分に生かしつつ、探究心、発想
力や創造力等を伸ばし、新たな「知」の創造と活
用を通じて日本社会や人類の将来の発展に貢献す
る人材を育成する必要性があることから、「創造
性」が規定されている94）。

これについては、オリ・パラ教育の目的・目標
には該当する要素が見当たらなかったものの、先
に述べた OVEP が対応している。OVEP のアク
ティビティシート注18）は、質問や課題を通じて、
創造、問題解決、協働、読み書きの能力を向上さ
せることができるように作成されている96）。従っ
て、アクティビティシートなどを活用したオリ・
パラ教育の実施は、「創造性」を養う上で有益で
あると考えられる。

第二号には、他からの支配や援助を受けずに、
自ら考え、自ら主体的に行動し、自らのことを自
らの責任において処理する精神などを指す「自主
及び自律の精神」が規定されている97）。
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表６　各組織における子どもの資質・能力に係る要素の一覧

二どもの笠白。有匂力に係る妄茎

〈一号〉

二月な求める態度 。力が加膏桑 ，迅空八 ，炉やかな身偽

喘吏及び生活t，乃咤坦を主祝ン、効分を主んずる態度

(※1) 

（二号〉

。口妥を生んずる態度 ，口任を主ん『る態度

圭女の平等を玉，cずる態位 ，公共の茫孤

〈四弓〉

生命を吋冨叫信艮

（下号〉

-e' 

~\ 

＼ゴ木の）仏籾、入化の勺正 ＾了知が国と燭土を愛する態投

咆国を尊王（する）態度 ュ国際社全の乎和と発辰に寄与する恕度

）． 

(※?) 

（オリン

スぶーソと身休活動を歪してがアから四らわる吉-]を終験す

フェ／プレ 学音 。白他几に尊竺する

阜赳空を目指してベストを尽くす

しての目負と考') 。1-i

多様性（の）内正 ＂共生社会の太均や区際ヤ会のマ和と腎展いの）日献

（竺点的に白成すぺぎ5つの貞貞〉

束示都教台委呉会 I ボフンテ ~9 アマイン戸 →恐吉者理解 ＾生かな国際艇貸

＾ポ ツ志司（ l，身の健全な発達、チ j,リ クの束□神店含む，i

戸人人としての巨芦と誇り（炉誌克薮、公三令公乎な熊度や公共の粕利を含む）

し，ンピソク＂パフ）ンピソクの粕神 ＾スポーツ＼茫云や枯神を含む＼

文化（白本の文化と異文化の田紹な含む｝ ，漂境閥類に困する学：炉

束坑2020/2)・パラ券冷

(※3) 

くオリ。パラ教吉ら口的〉

スバーツ乃点哀や価伯告i-y、汀る理解＂使し 9

ソヘ0)字偽的:9参エ（する，見る，文スろ

¥ 5コの丁ーイ＼，

倉Jろ）

＿どあもてなしの心を偉えたポ 'j

ツを冗したインク、9し， ンノ右企会〈穴土わ会）の檻染

郷工の文化の理解 ヤ村の文化の理解 多様性を苔更ずる態度

開心

ソグ）’由伯やその己潔ヰを守るこ くためのふ断の努力の大i99さ

〈東京2020大会Fジ7 /〉

当已ペスト5 を戸玉（ず） ム 人ひどりが互いを認め含（う）

／スぷーツの1叫直＼

人会咀織委貝会 I チャ,,ンジすることや努力を学ぶ態度 1)レー）い噂竺 ，フェ）＇プレーの枯神

〈残すべき3つグ）レ，リシー〉

失改を忍れず自ら芍助を起こす 。廿仁

三茫社会や琲城社会の活動〈への）匿心

本表に記載した要素は、国 際 オ リ ・ パ ラ 教 育 及 び 束 京2020オリ・バラ教 育 に お け る 目 的 ・ 巨 椋 と 「 教 育 の 目 標Jに包含されている了どもの

文献・密粕から抜粋したものである。ただし、日本語として不自然な場合には、文意を損ねない範囲で表現の調整を

調整を行った節げは、（）で括って補足

ヽ 盈込ヅ'-「詠 S小し1国 3分に該当する。
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表７ー１　教育基本法第二条：「教育の目標」を基準にした、オリ・パラ教育の目的・目標と「教育の目標」の関係

表７ー２　教育基本法第二条：「教育の目標」には含まれないオリ・パラ教育独自の要素

表７ー３　オリ・パラ教育には含まれない教育基本法第二条：「教育の目標」独自の要素

／ 教育基本法における 「教守の目楼」における 国際オリ・パラ教百における 東京2020オリ・パラ教百における
「教吉の目標」の全文 了どもの資質・能力に係る要素(※1) 了どもの資質 ・能力に係る要素(※2) 了—ど も の資質・能力に係る要素(※3、※4)

船広い知臓と教養

哀理を求める癒度

幅広い知識と教養を身に付け、 真理を求める 道他心
・肉体と意志と精神の調和のとれた

一号 態度を蓑い、豊かな情操と道徳心を熔うとと パランスの良い牛活を送る態度 ・スボーツ（への）親しみ（と）知、徳、休の関和

もに、促やかな身体を整うこと e
使やかな身体 ・スポーツ志向（心打の捻全な発達を含む）

豊かな情擬 ............................................. 
・インスピレーション(※5)

創造性 ・OVEPアクティビティシート(※6)

鉗人の11iイ白を尊室して、その鮨力を伸ばし、 •自ら学び行動できる ・失敗を恐れず自ら行動する態度

二号
創造性を培い、 自主及び自往の精神を養 うと 自主及び自律の精神

•土体的、 積極的な社会への参面
ともに、 臓業及び生活との梱遵を三視し、 翌l

労を室んずる態疫を養うこと。 職業及び生活どの関連を竺視し、

勤労を云んずる態度

正装を三んずる態度 ・フェアプレー学習 ・公平 ・フェアプレーの精神

寅任を直んずる歯度

男女の平笠を三んずる餡度 ・友情 ・敬意／＃至
．隣害者理解 ・多様性（の）尊竺 ・多様性を尊室する態度

・自他共に尊亘する
・多様性の理解 ・一人ひとりが万いを誌め合（う）

自他の敬愛と協力を玉んずる態度 ・スポーツ志向（チームワーク精神を含む）

正茶と責任、男女の平等、自他の敬愛と脇力

を室んずるとともに、公共の精神に基づき、 • H本人としての自党と誇り （蜆範意臓、公正・公平な態度や公共の
三号 主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄 精神を含む） ・フェアプレーの精神

与する態度を養うこと。
公共の精神

・フェアプレー学習 ・マナーとおもてなしの心を備えたポランティア（精神）

・公甲 ・ポランティアマインド ・ルールの尊三
・スポーツの伍値やその高潔性を守ることの意味及びそれらを保持

していくための不断の努力の大切さ

社会の形成に参画し、 •主体的、 積極的な社会への参面
その発展に寄与する態度 ・スボーツヘの主体的なお両（する・見る・支える・ 閃べる・ 倉rJる）

生命を尊（ぶ） 態度

四号
生命を尊び、自然を大切にし、 環境の保全に

自然を大切に（する）態度
・敬意噂勇

・森境（問阻に関する学び）
寄与する態度を養 うごと。 ・自他共に雌玉する

環境の保全に斉与する態度

(H本の）伝絞、文化の尊室 • E本人としての自覚と誇り （規範意識｀公F ・公半な態度や公共の
精神を含む） ・日本の伝統、 郷土の文化の理解

我が国と掲士を愛する餡度 ・文化（日本の文化と異文化の理解を含む）

伝統と文化を尊三し、それをはぐくんできた ・友情 ・多様性（の） 尊室 ・多採性を尊室する態度 ・多様性の痺解

我が国と郷土を愛するとともに、他国を革室 他国を尊室（する）態度 ・敬意／尊室 •一人ひとりが互いを認め合（う） •国際感覚 ・彎かな匡際感覚

五号 し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を ・目他共に尊亘する •世界の文化の理解

養うこと。
・共生社会の実現や困際社会の平和と発屎（への） 寄与

・友情
・IEI際感覚 ・豊かな国際感覚

国際社会の平和と ・敬意／尊璽
発展に寄与する棺度 ・自他共に尊玉する

・スポーツを通したインクルーシブな社会（共生社会）の溝築

・公▽
・困際社会や地域社会の活勁（への） 関ら

•主体的、 租面的（な）社会（への） 参両

........................................................................................................................................................................................................................................................... 
；凡例：各要素が咳当する点には、灰色のハイライトをつけた。 ： 

： ※1本研究では、 国際オリ・パラ教育及び東京2020オリ・ パラ教育と日本の教育が、それぞれの教育を通して目指す人間倹及び資質・能力を「子どもの資質・能力に係る要素」と称して：

； 扱っている i 
: ※2 IOC及びIPCが諸外国に展開しているオリンピック教育及びパラリンピック教育の目的・目環より抽出（一覧は【表6】参照） ： 

; ※3東京2020オリ・パラ教育を主導した東京都教育委員会、スポーツ庁、大会組織委員会が掲げた目的・目標と重点事項より抽出（一覧は【表6】参照）

: ※4国際オリ・パラ教育が目的・目標に掲げている、オリンピックの中心的価値及びパラリンピックの価値と重複する要素は除いている

: ※5 「豊かな情操」に該当する要素が見当たらなかったものの、 「インス ピレーシ ョン」の内容を検討した結果、両者が対応していることが明らかになった(8.1(1)参照）

: ※6 「創造性」に該当する要素が見当たらなかったものの、 IOCが作成したOVEPのアクティピティシートが対応していることが明らかになった(8.1(2)参照）
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

1li1際オリ・パラ教育

．卓越

・スポーツと身体活動を通して努力から得られる喜びを経験する

．卓越性を目指してベストを尽くす態度

・勇気

・強い意志

I・貴任を匡んずる態度 ・職業及び生活との関返を亘視し、勤労を匿んずる態度

東京2020オリ・パラ教育

・自己を肯定し、自らの目標を持って、自らのペストを目指す意欲と態度

・オリンピック・ バラリン ピックの精神 ・スポーツ（意義や精神を含む）

・スポーツの意羨や価値等に対する理解• 閲心

・スポーツ及びオリンピック、パラリンピックの意義や歴史に関する学び

・スポーツに対する興味•関心 ・スポーツを楽しむ心 ・自己ペストを目指（す）

・チャレンジすることや努力を尊ぶ態度 ・自信 ・勇気
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オリ・パラ教育においてこれに該当するのは、
東京 2020 オリ・パラ教育における「自ら学び行
動できる」98）、「失敗を恐れず自ら行動する」態度、

「主体的、積極的な社会への参画」99）である。
（3）「教育の目標」第三号関連

第三号には、人が踏み行うべき正しいみちすじ
や、社会全体としての正しい秩序などを広く意味
する「正義を重んずる態度」が規定されている100）。

オリ・パラ教育においてこれに該当するのは、
国際オリ・パラ教育における「フェアプレー学習」
と「公平」である。そこでは、正々堂々たるふる
まいや公明正大な行為や態度 101）、平等な状況を
生むことや誰もが同じスタートラインに立てるこ
とに気づかせること 102）が目指されているからで
ある。

なお、『オリンピック価値教育の基礎』 には、
スポーツでフェアプレーを学ぶことが、人生にお
いてフェアに行動する意志を育成し、強固にする
ことが示されている 103）。また、東京 2020 オリ・
パラ教育における「フェアプレーの精神」もこれ
に該当する104）。

同じく第三号には、男女が互いに敬重し、その
協力により豊かな社会を形成していくことができ
るよう、必要な能力や資質を養うことが今日にお
いても一層重要であることから、「男女の平等を
重んずる態度」 が規定されている 105）。 さらに、
国民同士、人間同士、生徒同士において各人が相
互に信頼関係を結び合い、助け合うことが重要で
あることから、「自他の敬愛と協力を重んずる態
度」が規定されている106）。

オリ・パラ教育においてこれら二つの要素に該
当するのは、国際オリ・パラ教育における「友情」、

「敬意／尊重」、「自他共に尊重する」である。そ
こでは、性別のみならず、人種や肌の色、性的指
向、言語など、いかなる種類の差別も受けないこ
とを前提に（『オリンピック憲章』 オリンピズム
の根本原則 6）、他者への敬意・尊重や友情が目
指されている107）。

また、東京 2020 オリ・パラ教育における「障

害者理解」と「多様性（の）尊重」108）、「多様性
を尊重する態度」109）、「多様性の理解」110）、「一
人ひとりが互いを認め合（う）」111）、「スポーツ
志向（チームワーク精神を含む）」112）もこれに該
当する。

同じく第三号には、社会全体の利益のために尽
くす精神を指す「公共の精神」が規定されている。
この精神には、政治や社会に関する豊かな知識や
判断力、批判的精神をもって自ら考え、社会に主
体的に参画し、公正なルールを形成し遵守する意
味が含まれている。例えば、近年の災害時のボラ
ンティア活動に見られるように、互いに支え合い、
協力し合うという互恵の精神をもって、地域社会
の生活環境の改善や、地球温暖化問題などの国境
を越えた課題の解決に取り組むなど、国や社会の
問題を自分自身の問題として考え、そのために積
極的に行動することが、ますます重要になってい
る観点から規定されている113）。

オリ・パラ教育において「公共の精神」に該当
するのは、上述した、国際オリ・パラ教育が目指
す「フェアプレー学習」と「公平」である。また、
東京2020オリ・パラ教育における、礼節を重んじ、
他者を思いやり、マナーを守り、助け合って生活
することを指す規範意識や、公正・公平な態度や
公共の精神を含む「日本人としての自覚と誇り

（規範意識、公正・公平な態度や公共の精神を含
む）」、 社会に貢献しようとする意欲などを指す

「ボランティアマインド」114）も該当している。ま
た、「ルールの尊重」と「フェアプレーの精神」115）

も該当している。そして、「マナーとおもてなし
の心を備えたボランティア（精神）」116）、ドーピ
ング問題などの不祥事がスポーツの公平性などを
揺るがしかねないことから重要視されている「ス
ポーツの価値やその高潔性を守ることの意味及び
それらを保持していくための不断の努力の大切
さ」117）も該当している。

同じく第三号には、上述した「公共の精神」と
関連して、「社会の形成に参画し、発展に寄与す
る態度」が規定されている118）。
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オリ・パラ教育においてこれに該当するのは、
東京 2020 オリ・パラ教育における「主体的、積
極的な社会への参画」である。そこでは、東京
2020 大会を契機に、国際社会や地域社会の活動
に関心を持って主体的・積極的に社会に参画でき
ることが目指されている 119）。また、「スポーツへ
の主体的な参画（する・見る・支える・調べる・
創る）」も 120）、スポーツを通して多様な観点から
社会に参画させようとする点で該当している。

（4）「教育の目標」第四号関連
第四号には、人間の生命のみならず、あらゆる

生物の生命について尊重し、大切にすることを指
す「生命を尊（ぶ）態度」や、自然をむやみに破
壊したりせず、間接的にでも可能な限り維持、保
全しようとする「自然を大切に（する）態度」及
び「環境の保全に寄与する態度」が規定されてい
る121）。

オリ・パラ教育においてこれに該当するのは、
国際オリ・パラ教育における上述した「敬意／尊
重」、「自他共に尊重する態度」及び東京2020オリ・
パラ教育における「環境（問題に関する学び）」
である。そこでは、環境に対する敬意／尊重や、
自主的・積極的に環境保全活動に取り組むことな
ども併せて目指されているからである122）123）。

（5）「教育の目標」第五号関連
第五号には、「（日本の）伝統、文化の尊重」が

規定されている。そこには、グローバル化の中で
自分とは異なる文化や歴史に立脚する人々と共生
していくことが重要な課題とされている。そして、
それを解決するためには、まずは自らの国や地域
の伝統と文化についての理解を深め、尊重する態
度を身に付けることにより、人間としての教養の
基盤を培い、日本人であることの自覚や、郷土や
国を愛し誇りに思う心を育むことが重要であると
いう認識が示されている124）。

オリ・パラ教育において「（日本の）伝統、文
化の尊重」に該当するのは、東京 2020 オリ・パ
ラ教育における「文化（日本の文化と異文化の理
解）」、「日本人としての自覚と誇り」、「日本の伝

統、郷土の文化の理解」である。そこでは、世界
各国の子どもたちと交流し、異文化を尊重しつつ
積極的にコミュニケーションを取れるようにする
ためには、まず子ども自身が日本の良さなどを十
分理解することが重要であることなどが示されて
いるからである125）126）。

同じく第五号には、「我が国と郷土を愛する態
度」が規定されている。そこでは、日本の伝統と
文化に対する理解を深め、それらを育んできた歴
史的・文化的な共同体としての我が国と郷土を心
から大切に思い、その発展を願う心情をもち、そ
れに寄与する姿勢などが目指されている127）。

オリ・パラ教育において「我が国と郷土を愛す
る態度」に該当するのは、上述した東京2020オリ・
パラ教育における「文化（日本の文化と異文化の
理解）」、「日本人としての自覚と誇り（規範意識、
公正・公平な態度や公共の精神を含む）」、「日本
の伝統、郷土の文化の理解」である。

同じく第五号には、「他国を尊重（する）態度」
が規定されている。それは、伝統と文化を尊重し、
国を愛する心情や態度は重要であるが、これが自
国のみを是とするような偏狭なものではあっては
ならないという観点などから規定されている128）。

オリ・パラ教育において「他国を尊重（する）
態度」に該当するのは、上述した国際オリ・パラ
教育における「友情」、「敬意／尊重」、「自他共に
尊重する態度」である。また、東京 2020 オリ・
パラ教育における「多様性（の）尊重」、「国際感
覚」、「豊かな国際感覚」129）、「多様性を尊重する
態度」、「世界の文化の理解」130）、「多様性の理解」、

「一人ひとりが互いを認め合（う）」131）132）である。
同じく第五号には、「国際社会の平和と発展に

寄与する態度」が規定されている。そこでは、世
界の平和と人類の福祉の向上に貢献することが日
本国民の理想とされていること、また、国際社会
において日本が果たすべき役割が大きくなってい
る中で日本が国際社会の一員としての責任を自覚
し、その平和と発展に寄与することが一層重要と
なっていることなどが認識されている133）。
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国際オリ・パラ教育において「国際社会の平和
と発展に寄与する態度」に該当するのは、上述し
た「友情」、「敬意／尊重」、「自他共に尊重する態
度」、「公平」である。なお、オリンピック・ムー
ブメントの根本思想であるオリンピズムの目的
は、「人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会
の推進を目指すために、人類の調和のとれた発展
にスポーツを役立てる」134）ことにある。また、5.2
に述べた通り、パラリンピック・ムーブメントの
究極の目標は、「パラスポーツを通じて障がい者
にとってインクルーシブな社会を創出する」135）

ことである。したがって、国際オリ・パラ教育の
根本的な目的は、第五号の「国際社会の平和と発
展に寄与する態度」と近似していると言える。

また、東京 2020 オリ・パラ教育における「共
生社会の実現や国際社会の平和と発展（への）貢
献」、「国際感覚」、「豊かな国際感覚」136）、「スポー
ツを通したインクルーシブな社会（共生社会）の
構築」137）、「国際社会や地域社会の活動（への）
関心」、「主体的、積極的（な）社会（への）参 
画」138）も「国際社会の平和と発展に寄与する態
度」に該当する。

以上のことから、オリ・パラ教育が目指す子ど
もの資質・能力に係る要素は、教育基本法におけ
る「教育の目標」の全号に規定されている要素に
近似していることが明らかになった。つまり、オ
リ・パラ教育の目的・目標には「教育の目標」と
近似する子どもの資質・能力に関する要素が包含
されている【表７―１】。

2.2 で述べたように、 これまでにも行政機関、
研究者、教育関係者らによって、学校教育現場の
関係者に向けてオリ・パラ教育と学校教育との類
似性や整合性について述べられてきたが、そこに
は論理的根拠が不足していた。この現状に対して、
本研究では一定の論理的根拠を得ることができ
た。これにより、学校教育現場の人々に本研究の
結果が認知されれば、教師は、「教育の目標」の
達成に向けてオリ・パラ教育が活用できることを
認識することができる。このことは、世界的にみ

ても繁多な勤務環境にある日本の学校教育現場に
おいて、新たにオリ・パラ教育を導入・実施する
ことへの抵抗感を軽減することに繋がるかもしれ
ない。

8.2　オリ・パラ教育独自の要素
国際オリ・パラ教育及び東京 2020 オリ・パラ

教育の目的・目標には、教育基本法の「教育の目
標」には含まれていない独自の要素が複数確認で
きた。

国際オリ・ パラ教育に独自の要素は、 オリン
ピックの中心的価値である「卓越」、オリンピズ
ムの教育テーマである「スポーツと身体活動を通
して努力から得られる喜びを経験する」こと、「卓
越性を目指してベストを尽くす」態度、パラリン
ピックの価値である「勇気」、「強い意志」である。

東京2020オリ・パラ教育に独自の要素は、１）
都教委が掲げる「自己を肯定し、 自らの目標を
持って、自らのベストを目指す意欲と態度」、「オ
リンピック・パラリンピックの精神」、「スポーツ

（意義や精神を含む）」　２）スポーツ庁が掲げる
「スポーツの意義や価値等に対する理解・関心」、
「スポーツ及びオリンピック、パラリンピックの
意義や歴史に関する学び」、「スポーツに対する興
味・関心」、「スポーツを楽しむ心」　３）組織委
が掲げる「自己ベストを目指す」、「チャレンジす
ることや努力を尊ぶ態度」、「自信」、「勇気」139）

である【表７−２】。
これまでに示した国際オリ・パラ教育及び東京

2020 オリ・パラ教育独自の諸要素を合わせて検
討すると、以下のように整理することができる。

まず、前述の「卓越」、「スポーツと身体活動を
通して努力から得られる喜びを経験する」、「自己
を肯定し、自らの目標を持って、自らのベストを
目指す意欲と態度」、「自己ベストを目指す」、

「チャレンジすることや努力を尊ぶ態度」は、ス
ポーツに限らず人生においてベストを尽くし、目
標に向かって全力で取り組むことなどを意味す
る、オリンピックの中心的価値の「卓越」に集約
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することができる。
また、「オリンピック・パラリンピックの精神」、

「スポーツ（意義や精神を含む）」、「スポーツの意
義や価値等に対する理解・関心」、「スポーツ及び
オリンピック、パラリンピックの意義や歴史に関
する学び」、「スポーツに対する興味・関心」、「ス
ポーツを楽しむ心」は、「スポーツ及びオリンピッ
ク・パラリンピックに対する理解・関心」に関連
した要素として集約することができる。

そして、集約されない単独の要素として、パラ
リンピックの価値である「勇気」、「強い意志」と、
組織委が掲げた「自信」が導かれた。

これらのことから、オリ・パラ教育独自の要素
として導かれた要素のほとんどは、スポーツを通
じた人間形成を一つの目的とする、 オリンピッ
ク・パラリンピックムーブメントの理念に関連し
ていることが明らかになった。

その背景には、 オリ・ パラ教育を含むオリン
ピック・パラリンピックムーブメントが、努力を
重ねながら成長や達成、勝利などの高みを目指し
て自他と競い合う、スポーツの競技性と密接に関
わって展開されてきたためであると考えられる。

以上の結果は、オリ・パラ教育の導入・実施に
よって、従来からの日本の学校教育にオリ・パラ
教育独自の諸要素が新たに取り入れられること
で、子どもたちの教育をより豊かにすることがで
きる可能性を示唆している。それでは、オリ・パ
ラ教育の独自性は、子どもたちに如何なる資質・
能力を養うことができるのだろうか。

例えば、「卓越」は、IOCがオリンピックの中
心的価値及びオリンピズムの教育テーマの一つに
掲げ、重視している要素である。卓越したオリン
ピアンからの刺激や学びはもちろんのこと、子ど
もたち一人ひとりがスポーツに限らず人生におい
てベストを尽くす姿勢を養うことができると考え
られる。また、その姿勢で歩むからこそ得られる
喜びや、起こりうる結果に関わらず努力を継続し
ていくことの大切さなどにも触れさせることがで
きるのではないだろうか。

「勇気」と「強い意志」は、IPCがパラリンピッ
クの価値として重視している要素である。マイナ
スの感情に向き合い、乗り越えようとする姿勢や、
困難があっても諦めず限界を突破しようとする力
などを養うことができるのではないだろうか。人
生には、大小を問わず決断や勇気、強い意志が必
要となる場面がある。そのため、子どもたちがこ
の価値を学び、実践できるようになることは、意
義深いと考えられる。
「自信」は、組織委が教育プログラムの目的の

１つとして掲げている要素である。自信に満ち溢
れたアスリートの活躍に触れたり、スポーツを実
践することにより、子どもたちが刺激的な経験や
小さな成功体験などを重ねる機会を提供し、「自
信」を養うことができるのではないだろうか。「自
信」は更なる挑戦への意欲につながり、その後の
人生をより豊かにしていく上でも大切であると考
えられる。
「スポーツ及びオリンピック・パラリンピック

に対する理解・関心」には、「する」ことに留ま
らないスポーツ及びオリンピック・パラリンピッ
クの価値や意義、歴史に関する理解・関心が含ま
れている。また、スポーツに対する興味・関心や、
スポーツを楽しむ心も含まれている。子どもたち
が多様な側面からスポーツに親しむことで様々な
恩恵を享受できることを理解させることができる
と考えられる。

8.3　日本の教育独自の要素
教育基本法における「教育の目標」には、オリ・

パラ教育には含まれていない独自の要素が2点確
認できた。それらは、「職業及び生活との関連を重
視し、勤労を重んずる態度」（第二号）及び「責任
を重んずる態度」（第三号）であった【表７−３】。
「職業及び生活との関連を重視し、勤労を重ん

ずる態度」は、日本国民の３大義務の１つに「勤
労」が規定されているように、教育においても勤
労を重んじ、自ら進んで働く精神に満ちた人間を
育成しなければならないことを強調する必要か
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ら、旧教育基本法に「勤労を重んじ」という形で
規定された。ニートなどが社会問題化している今
日においては、このことの重要性はより増してい
ることなどから現行の教育基本法にも規定されて
いる。すなわち、学校教育や社会教育、家庭教育
においては、子どもに的確な職業観・勤労観や職
業に関する知識・技能を身に付けさせるとともに、
自己の個性を理解し、主体的に進路を選択する能
力や態度をはぐくむための教育の充実に努めるこ
とが重要視されている140）。
「責任を重んずる態度」の「責任」とは、特に

社会に対して自己の役目として果たすべき、道義
的あるいは法的な義務を指している。また、「責
任を重んずる」とは、自己の負担する社会的な義
務を、良心的かつ忠実に果たすことを意味するも
のである141）。

以上のことから、日本の教育独自の要素が導か
れた背景には、「教育の目標」とオリ・パラ教育
の目的・目標との性質の相違が関係していると考
えられる。すなわち、「職業及び生活との関連を
重視し、勤労を重んずる態度」及び「責任を重ん
ずる態度」は、日本及び日本の教育にとって必要
な態度として規定されているのに対し、オリ・パ
ラ教育の目的・目標は、スポーツを通じた教育、
社会運動を展開するオリンピック・パラリンピッ
クムーブメントの理念を元に規定されているから
である。

それでは、「教育の目標」独自の要素を今後オ
リ・パラ教育に取り入れるとしたら、どのような
展開が可能になるであろうか。

まず、オリ・パラ教育において「職業及び生活
との関連を重視し、勤労を重んずる態度」を取り
上げる際には、 オリンピック・ パラリンピック
ムーブメント及びオリンピック・パラリンピック
競技大会をきっかけに、アスリートやそのアント
ラージュなどに視野を広げ、スポーツに関連した
職業を紹介することができよう。 また、 オリン
ピックの価値である敬意／尊重（Respect） は、
その対象に、他者、規則や規定、環境などを含む

ため、オリ・パラ教育を通じて、スポーツに関わ
るあらゆる人々や職業に対する敬意／尊重の気持
ちを養うことにより、子どもたちは、スポーツと
は異なる領域の人々・職業にも通ずる職業観・勤
労観などを学ぶことができる。

次に、オリ・パラ教育において「責任を重んず
る態度」を取り上げる際には、スポーツを実践す
る上でルールやフェアプレーの精神に則り、自身
に課せられた役割を責任を持って果たすことなど
を題材にすることができる。また、今日のオリン
ピック・パラリンピックムーブメントに関する課
題や、大会の運営や開催に関わる諸問題を取り上
げ、関係する組織や人々が担い、果たすべき責任
などについて、客観的且つ批判的に考えることも
できるのではないだろうか。例えば、オリンピッ
ク・パラリンピックムーブメントの光の部分のみ
ならず、影の部分も教材として取り扱うことで、
子どもたちのリテラシー教育に繋げることも可能
であろう。

日本の教育独自の要素をオリ・パラ教育と日本
の学校教育の相違点として認識するに留まらず、
日本のオリ・パラ教育の中で取り上げていくこと
は、先行研究の中で取り上げた中国の報告、すな
わち外国の文化と自国の文化をバランスよく組み
合わせたその国独自のオリ・パラ教育のモデルを
構築することに繋がると考えられる。また、その
実現は、日本における東京 2020 オリ・パラ教育
を契機とした、国際的なオリ・パラ教育の新たな
モデルや可能性を世界に発信することにも繋がる
可能性がある。

９．結　論

問題の所在で述べたように、日本の学校教育現
場では、オリ・パラ教育の目的・目標や内容が十
分に理解されないまま、今日に至るまで進行して
きたと言わざるをえない。そのような中で、学校
教育現場の関係者に向けてオリ・パラ教育と学校
教育には類似性や整合性があるという言及が散見
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されたが、そこには論理的な根拠が不足していた。
そこで、筆者らは、東京 2020 大会以降にも日本
においてより実質的なオリ・パラ教育を実現しよ
うとする場合には、学校教育との関係を明確化す
る必要性を述べ、そのためにオリ・パラ教育にお
ける目的・目標と日本の学校教育の根幹・指針で
ある教育基本法における「教育の目標」を比較、
検討した。

その結果、オリ・パラ教育における目的・目標
と「教育の目標」は、双方が子どもの資質・能力
に係る独自の要素を包含する近似関係にあること
が明らかになり、これまで明確にされてこなかっ
たオリ・パラ教育と日本の学校教育との関係が目
的・目標の観点から論理的に明らかにされた。

具体的には、オリ・パラ教育が目指す子どもの
資質・ 能力に係る要素は、 教育基本法における

「教育の目標」の全号に規定されている要素と近
似していた。その中で、オリ・パラ教育独自の要
素は、「卓越」、「勇気」、「強い意志」、「自信」、「ス
ポーツ及びオリンピック・パラリンピックに対す
る理解・関心」の５項目に集約された。一方、日
本の教育独自の要素は、「職業及び生活との関連
を重視し、勤労を重んずる態度」及び「責任を重
んずる態度」の２項目であった。また、両者には、
他方の教育を否定したり、不整合を生じさせる点
は見当たらなかった。

今後の課題は、本研究を基盤にしてさらに「教
育の目標」に基づく学校教育法及び学習指導要領、
学校教育課程に検討範囲を拡大してオリ・パラ教
育との関係を検討していくことである。そこには、

「義務教育の『教育目標』」や「学びに向かう力、
人間性等」などの、より具体的な子どもの資質・
能力に係る要素が示されているからである。また、
授業実践の一助になるような実践例を集約・検討
し、学校教育現場に即したガイドラインやモデル
となる指導案を作成することも重要な課題になる
と考えられる。

東京 2020 大会を契機としたオリ・パラ教育が
一過性の取り組みに終わることなく次代にも継承

されていくためには、まず、オリ・パラ関係組織
をはじめ、行政機関、学校関係者、研究者らにお
いてオリ・パラ教育の目的・目標がより深く認識、
理解されることが重要である。さらに、これらの
関係者が学校教育現場における諸課題を共有し、
論理的根拠や実証的なデータに基づいて今後の日
本におけるオリ・パラ教育の在り方について幅広
く検討すると共に、連携、協働していくことが求
められるであろう。

注

１）都教委は、その他にも教員対象の説明会・研修会
の開催や、教育研究員による研究報告を公開した。
教育研究員は、所属校（園）での教育活動を通し
て各教科等の内容、指導方法等を研究し、課題解
決と指導力向上を図る教育研究活動の中核となる
教員である2）。報告書は、幼稚園、小学校、中学校、
高等学校、共通に大別されており、オリ・パラ教
育は「共通」の中の「教育課題」に位置づけられ
ている 3）。また、東京都オリンピック・パラリン
ピック教育のホームページ上では、学校教育現場
の実践事例等が公開されている（2021年12月９日
時点）。

２）スポーツ庁オリンピック・パラリンピック教育全
国中核拠点会議を構成したのは、「スポーツ庁及
び関係団体（内閣官房オリパラ事務局、東京2020
組織委員会、東京都教育庁、日本オリンピック委
員会、日本パラリンピック委員会、日本財団パラ
リンピックサポートセンター、筑波大学、日本体
育大学、早稲田大学）」11）である。なお、本研究
では、東京都教育庁が行っている取り組みも「都
教委」に一括して明記する。

３）オリ・パラ教育の在り方や推進方法には、懸念や
問題点の指摘もあった。例えば、オリ・パラ教育
が一方向的で固定化された価値の押し付けにつな
がるのではないかという懸念や、社会的意義が十
分に議論されているとは言い難い状況にあるとの
指摘である12）。

４）オリンピック・パラリンピック教育推進校は、東
京2020大会までの間、様々なオリ・パラ教育を展
開していくために教育実践の研究開発を行った学
校である。都教委は、平成26年度には300校、平
成27年度には600校を指定した16）。

５） 国立情報科学研究所の「CiNii Articles」（NII学術
情報ナビゲータ［サイニィ］） と国立研究開発法
人科学技術振興機構の「J-STAGE」（科学技術情
報発信・流通総合システム）において、「オリン
ピック・パラリンピック教育」、「オリンピック教
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育」、「パラリンピック教育」のキーワード用いて
検索した結果、「CiNii Articles」において102件、
57 件、132 件、「J-STAGE」において 73 件、126、
94件がヒットした（2021年12月９日時点）。

６） 都教委は、次の２つの目標に「高い親和性がある」
と捉えていることを公式ホームページに示した。
それらは、「オリンピック・ パラリンピック競技
大会の究極の目標『平和でより良い世界の構築に
貢献する』」と、「教育基本法及び学校教育法にお
ける教育の目標の一つ『伝統と文化を尊重し、そ
れらを育んできた我が国と郷土を愛するとともに、
他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する
態度を養う』」の２つである22）

７）例えば、オリ・パラ教育に取り組む上での視点と
して次の言及が見られる。「オリンピック・ パラ
リンピック教育は、新しいものを行うのではなく、
学校の行事や各教科に合わせて、オリンピックや
パラリンピックの味付けをすれば良い」43）という
捉え方や、既存の教育目標の達成に向けてオリン
ピック・ パラリンピックを「あくまで（教育の -
筆者）手段」と考え、位置付けていくことの重要
性である44）。

８）『オリンピック価値教育の基礎』 は、IOC が作成 
し た『The Fundamentals of Olympic Values 
Education』48）をJOCが和訳したものである。また、

『I’m POSSIBLE ［教師用ハンドブック］ 第５版』は、
IPCが作成した国際版『I’m POSSIBLE』49）の日本
版である（5.2参照）。なお、この『I’m POSSIBLE』
の著作権は、IPCに帰属する。  
組織委は、ホームページ上に『オリンピック価値
教育の基礎』とその内容に関連する『アクティビ
ティシート』の2点及び『I’m POSSIBLE』の日本
版を掲載し、東京2020大会の公認教材とした50）。

９）教育基本法研究会編著 『逐条解説 改正教育基本法』
は、教育基本法改正に携わった文部科学省生涯学
習政策局長（当時）田中壮一郎が監修した書籍で
ある。本書は、教育基本法の各条文で章立てされ、
条文の趣旨、概要、ポイント解説で構成されてい
る。さらに、要点ごとに国会審議の論点、参考資
料が収録されている57）。

10）OVEP は、 次の４つのリソースで構成されてい 
る。1）The Fundamentals of Olympic Values 
Education：A Sports-Based Programme（オリ 
ンピック価値教育の基礎：スポーツに基づくプロ
グラム）　2）Delivering OVEP PLAY book：A 
Practical Guide to Olympic Values Education

（OVEPプレイブックを伝える：オリンピック価値
教育のための実用ガイド）　3）Activity Sheets：
Exercises to Support Olympic Values Education

（アクティビティシート：オリンピック価値教育
のための実践ワーク）　4）The Resource Library

（資料ライブラリ） 63）

11）パラリンピックの意義については、「様々な障がい
のあるアスリートたちが創意工夫を凝らして限界
に挑（み-筆者）」、「多様性を認め、誰もが個性や
能力を発揮し活躍できる公正な機会が与えられて
いる場」 であり、「共生社会を具現化するための
重要なヒントが詰まっている大会」であること、
また、「社会の中にあるバリアを減らしていくこ
との必要性や、発想の転換が必要であることにも
気づかせてくれ（る−筆者）」と記されている67）。

12）都教委は、【オリンピック・パラリンピックの精神】
とオリンピック・ムーブメントの３つの柱である

【スポーツ（オリンピック、パラリンピック競技・
障害者スポーツ）】、【文化（日本の文化、 国際理
解・交流）】、【環境（持続可能な開発のための教育 
ESD：Education for Sustainble Development）】
を合わせた 4 つのテーマと、【学ぶ（知る）】、【観
る】、【する（体験・ 交流）】、【支える】 の４つの
アクションを組み合わせた取組を展開した。これ
らの４つのテーマにおいては、次のような子ども
の資質・能力に係る事柄を育成する意義があると
されていた。  
　【オリンピック・パラリンピックの精神】では、
オリンピック・パラリンピックの精神や意義をオ
リ・パラ教育全体を貫く基本理念として捉え、全
ての教育活動に関連づけて取り組みを展開するこ
と。  
　【スポーツ】では、スポーツを人類の調和のと
れた発展に役立てることがオリンピック精神の目
的であることや、スポーツが、知・徳・体の均衡
のとれた総体としての発達・形成にとって不可欠
なものであることを踏まえ、スポーツの意義や精
神を学ぶこと。また、障害者理解教育を充実させ
ること。  
　【文化】では、「我が国で長い年月を経て育まれ
た伝統・文化や、いわゆる『クールジャパン』と
呼ばれる現代の文化や芸術のすばらしさを、次代
を担う子供たちに伝える」 ことや、「異文化に対
する理解を深め、異なる文化を持つ人々と認め合
い、広い視野を持ち共に生きる態度などを育成す
る」こと。  
　【環境】では、次代を担う子供たちが、自主的・
積極的に環境保全活動に取り組み、世界の人々と
協調し共存できる持続可能な社会の担い手となる
よう取り組む」こと72）。

13）都教委は、５つの資質をつぎのように定めた73）。
  ① ボランティアマインド：発達段階に応じてボラ

ンティアに関わる取組を継続的・計画的に行い、
社会貢献や他者を思いやる心、「おもてなし」の
精神等を育むとともに、子供たちの自尊心を高
める。障害のある児童・生徒が社会貢献やボラ
ンティアに参加できる仕組みを構築する。

  ② 障害者理解：障害の有無に関わらず、ともに力
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を合わせ生活できる共生社会を実現するため、
障害者理解の学習・体験や障害者との交流を通
じ、多様性を尊重し、障害者を理解する心のバ
リアフリーを子供たちに浸透させる。

  ③ スポーツ志向：多様なスポーツへの興味・関心
を高め、体験することを通じ、フェアプレーや
チームワークの精神を育み、心身ともに健全な
人に育てる。

  ④ 日本人としての自覚と誇り：日本の伝統や最新
の文化を学び、世界に発信する力を育てるとと
もに、日本人の規範意識や公共の精神等を学ぶ
ことを通じ、日本人としての自覚と誇りを身に
付ける。

  ⑤ 豊かな国際感覚：世界の多様な国々の歴史や文
化を学ぶとともに、留学生や外国人、海外の学
校等との交流を促進し、豊かな国際感覚を養う。

14）スポーツ庁は、スポーツの価値を次のように記し
た。「スポーツは、 体を動かすという人間の本源
的な欲求に応えるとともに精神的な充足感や楽し
さ・喜びをもたらし、人々が生涯にわたり心身と
もに健康で文化的な生活を営む基盤となるもので
ある。スポーツは、その喜びを通して、人々を勇
気づけ、お互いを結びつけることにより、希望を
生み出し、社会を変革する契機となり、多様性、
寛容、公平さの尊重を促す可能性をもつ。また、
スポーツを通じて、人は、自身の限界に挑戦し、
これを克服し、新たな機能や学びを獲得すること
が可能となる。さらに、スポーツは、世界共通の
人類の文化であり、国際相互理解と世界平和を促
進するものである」75）。

15）ここでいう将来像とは、「健康長寿社会、思いやり
や正義感に富んだ社会、平和と友好に満ちたグロ
ーバルな共生社会等」76）のことを指す。

16）本資料は、教育基本法の改正（平成 18 年 12 月 15
日成立、同年 12 月 22 日公布・施行）を受けて作
成され、現在（2021年12月９日）も文部科学省ホ
ームページに公開されている。

17）オリンピック憲章とは、オリンピズムという思想
とそれに基づいて展開されるオリンピック・ムー
ブメントの活動内容やIOCの役割などのオリンピ
ックの根本的な事柄をIOCが規則及び附属細則と
して定めたものである89）。

18）IOCは、アクティビティシートが「実践的」な指
導を行いやすいように作成され、学習環境に制約
がある中でも適応可能であることを示し、40以上
の学習方法を紹介している95）。
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